
学修の手引（学修の規則） 

 

本規則は、学則を補うために制定し運用します。年度途中であっても、変更を行うことがある。 

 

１．（学習に対する心構え） 

 ① 事前学習：授業ごとに示された事前学習を行って、授業に臨むこと。 

 ② 事後学習：授業内容は、その日のうちに確実に理解するように努めること。 

 ③ 疑問点があれば、自分自身で解決する努力をするとともに、教員や学友に積極的に質問すること。 

 

２．（始業及び終業の時刻） 

 ① 始業時刻及び終業時刻は、各学科学年別の時間割に従うこと。 

    

基本形 

館内開錠 8：30 

HR  ９：３０ ～  ９：４０ 

１コマ目 
１時限  ９：４０ ～ １０：２５ 

２時限 １０：２５ ～ １１：１０ 

２コマ目 
３時限 １１：２０ ～ １２：０５ 

４時限 １２：０５ ～ １２：５０ 

昼休み １２：５０ ～ １３：３５ 

３コマ目 
５時限 １３：３５ ～ １４：２０ 

６時限 １４：２０ ～ １５：０５ 

４コマ目 
７時限 １５：１５ ～ １６：００ 

８時限 １６：００ ～ １６：４５ 

HR・清掃  １６：４５ ～ 

館内施錠 18：00 

 

３．（授業時間の計算方法） 

 ① １授業時間は４５分、１コマは２授業時間とし、９０分と定める。 

 ② １時間のうち、１０分を超えて遅れたものは欠課、１０分以上早く退出したものは欠課とする。 

 ③ この時間の計測は授業担当者が行い、授業担当が授業に参加したと認定できない場合には、欠課とする。 

   （例：教室にいたが、ほとんど何もしていなかった、眠っていた。課題を取り組まなかった、など） 

 ④ １日の授業すべてを欠課した場合は欠席とする 

 

４．（単位の計算） 

 ① １単位は４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とする。 

 ② 講義及び演習、実験、実習及び実技については、標準として３０時間を１単位と計算する。 

 ③ 残り１５時間は、科目ごとに提示のあった事前学習、事後学習を行うこと。 

 

５．（授業時間以外の学習） 

① 振替授業：自然災害などの影響により授業が中止された場合は、振替授業を実施することがある。 

  補講：欠課や欠席などによる学習の遅れを取り戻すために、補講を実施することがある。 

  なお、振替授業、補講は教科科目に定められている規定の授業時間として算入する。 

② 補講は受講料（１授業時間１，５００円、１コマ３，０００円）を納入し、受講申請することにより、受講できる。 

③ 補習：学習の遅れを取り戻すために、補習の受講を課すことがある。 

④ 特別授業：教育課程表に記載のない授業を特別授業として実施することがある。授業内容により、特別単位とし

て校長が認定した場合には、選択科目として修得単位を割り当てることができる。 



 

６．（公欠） 

① 原則、事前申請とし、公欠として認められた場合には、出席とし欠席あるいは欠課として取り扱わない。 

 ② 事前申請不可能な場合は、速やかに担任等へ報告し、指示に従うこと。 

 ③ 公欠の判断は、学則の公欠条文に従い、つぎのとおりとする。 

  （１）忌引（１親等以内７日間、２親等以内３日間、３親等以内１日間） 

  （２）結婚式、法事（２親等以内１日間） 

  （３）国民としての法的義務履行（学校感染症や裁判員制度など） 

  （４）自然災害等（居住家屋の破損、交通機関等不通による登校困難など） 

  （５）傷害（本人に過失のない交通事故など） 

  （６）学習活動（企業での実習、特別講座への参加など） 

  （７）就職活動（説明会、筆記試験、面接試験、試験としての研修実習、内定先から依頼のあった研修や式典など） 

  （８）普通自動車運転免許取得（自動車学校の仮免許試験と卒業試験、試験センターの本免許試験、各１回のみ） 

  （９）その他校長が認めるもの 

 

７．（出席率と科目の未履修、補講、再試験） 

 ① 各科目（課目）において、所定の時間数、欠課時間数を集計し、出席率を計算する。 

出席率８０．０％以上 本試験受験可能 

出席率８０．０％未満かつ６６．７％以上 ８０．０％を超える時間数の補講を受講完了した後、再試験受験可能 

出席率６６．７％未満 該当科目は未履修、救済措置はない 

 

８．（前期末、期末など定期試験、本試験、本試験評価） 

① 授業科目（課目）ごとに試験を行い、前期末、または年度末に成績評価を行う。 

  定期試験は、最終回の授業内実施、または最終回以降に実施する。 

  例：１単位授業の場合は、１５コマ目（１５回目）に実施、または１６コマ目（１６回目）以降に実施。 

② 試験実施が困難な科目では、課題やレポートで代替する場合がある。 

③ 本試験 

  厳正な態度で受験しなければならない。 

もし不正な行為があれば、その期における該当科目を全て「不可」とし、職員会議を経て校長が懲戒する。 

④ 指定された席に着席し、許可のない道具類の持ち込み、操作は禁止する。 

⑤ 受験の際、筆記用具等物品の貸借は厳禁とする。 

⑥ 遅刻者は、原則として試験開始後１０分を超えた場合は受験できない。 

 

９．成績評価（本試験） 

① 成績評価は、試験のほか確認テスト、模擬テスト、レポート、出席状況、授業態度により総合的に評価する。 

② 評価結果は、秀、優、良、可、不可の５段階とし、秀、優、良、可を合格、不可を不合格とする。 

③ 年度末に通年の評価結果の一覧を成績表として、保証人に送付する。 

④ 就職活動などで成績証明書の必要な場合、各期末終了日前に、受講中の教科科目について中間評価を行うことが

ある。その際、確認テストや模擬テスト、レポート、出席状況等をもとに評価を行う。 

判定 評価点 成績 ＧＰ 成績評価内容 

合格 

１００～９０点 秀 ４ 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果をおさめている 

８９～８０点 優 ３ 到達目標を十分に達成している 

７９～７０点 良 ２ 到達目標を達成している 

６９～６０点 可 １ 到達目標を最低限達成している 

不合格 ５９点以下 不可 ０ 到達目標を達成していない 

未履修 ―   ０ 受講したが出席不良などにより単位を取得できなかった 

認定 ―   対象外 他の高等教育機関で修得した単位、校長が認めた特別単位 



 

１０．（追試験、再試験、再試追試、再々試） 

① 追試験 

  公欠もしくは病気等やむを得ない事由で本試験を受験できなかった場合には、校長が認めたときのみ追試験を受

けることができる。 

  受験手続は、事由を証明できる書類等を添えて追試験願を提出し申請すること。 

  受験時には、再試験受験票（申請完了したもの）を提示すること。 

  追試験後の成績評価は、本試験と同等とする。 

② 再試験 

  成績評価が不可の者、または出席不良者が補講を受講したのち、再試験を受験できる。 

  受験手続は、受験料（１，０００円）と同時に再試験願を提出し申請すること。 

  受験時には、再試験受験票（申請完了したもの）を提示すること。 

  試験実施が困難な科目では、課題やレポートで代替する場合がある。 

  再試験後の成績評価は、「可」以下とする。 

③ 再試追試、再々試 

  再試験を追試験に該当する事由で欠席した者は、追試験と同様の手続きを経て、別日に再試験を受験することが

できる。 

 再試験を追試験に該当しない事由で欠席した者は、当該科目を「未履修」とする。 

 該当科目（課目）の再試験は、１回限りとし、再々試験は実施しない。 

判定 評価点 
追試験 再試験 

成績 ＧＰ 成績 ＧＰ 

合格 

１００～９０点 秀 ４ 

可 １ 
８９～８０点 優 ３ 

７９～７０点 良 ２ 

６９～６０点 可 １ 

不合格 ５９点以下 不可 ０ 不可 ０ 

 

１１．ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）制度について 

① ＧＰ（グレード・ポイント、重み）は、秀、優、良、可、不可評価の各評価に対し、４、３，２，１，０の順に

付与する。 

② ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）は、次の式により計算するものとし、小数点第２位を四捨五入し、

第１位まで表示する。 

ＧＰＡ＝
×Σ（各科目のＧＰ その科目の単位数）

総履修登録単位数
 

 

「秀」評価の単位数＝３，「優」評価の単位数＝５，「良」評価の単位数＝４，「可」評価の単位数＝６の場合 

 

ＧＰＡ＝（４×「秀」評価の単位数＋３×「優」評価の単位数＋２×「良」評価の単位数＋１×「可」評価の

単位数＋０×「不可」評価の単位数）÷総履修登録単位数 

 

（（４×３）＋（３×５）＋（２×４）＋（１×６））÷１８＝２．２７７７７７ 

「２．３」がＧＰＡとなります。 

③ 学年ＧＰＡ 学年毎に算出されるＧＰＡをいう。 

④ 通算ＧＰＡ 在学中の全学期を通じて算出されるＧＰＡをいう。 

⑤ 学年ＧＰＡや通算ＧＰＡは、学内における評価や就職活動に使用することがある。 

 



１２．（必修、選択、選択必修） 

 ① 各科目（課目）の内容により、必修、選択、選択必修に区分する 

 

１３．進級・卒業 

 ① 進級要件 

   年度末において次の要件すべて満たしている者は、進級判定会議を経て校長が進級を認定する。 

   ａ．学科コース学年別の教育課程表記載している進級要件を満たしている。 

   ｂ．当該年次の校納金（学費、教材費等）が納められている。 

 ② 卒業要件 

   年度末において次の要件すべて満たしている者は、卒業判定会議を経て校長が卒業を認定する。 

   ａ．学科コース学年別の教育課程表記載している卒業要件を満たしている。 

   ｂ．当該年次の校納金（学費、教材費等）が納められている。 

 ③ 留年 

   ａ．年度末に進級要件または卒業要件を満たしていない者は留年とする。 

   ｂ．留年となった者が修得済みの履修単位については、すべて有効として記録する。 

     同じ教科科目を再度履修することは妨げない。 

     ただし、再度履修した教科科目については、再度履修した教科科目の成績評価を有効とする。 

 

１４．校納金（学費、教材費等）の納入について 

① 年度ごとの校納金（学費、教材費等）については指定された日までに納入すること。 

 納入できない場合は、事前に事務局まで連絡をすること。 

  場合によっては、分納や延納を許可する場合がある。 

② 年度ごとの校納金（学費、教材費等）について、未納がある場合には、出席停止とする場合があり、卒業・進級・

退学・転学は認めない。 

 

 

  


